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子子育てを応援育てを応援！！児童館児童館・支援施設支援施設

大山児童館大山児童館
☎℻�２９０１
午前９時～午後５時30分
月・日曜日休館、祝日開館

スマイルスマイル
（ひのくま子育て支援センター）

☎℻㉒７５６５
午前９時30分～午後０時30分
午後１時～３時
土・日曜日、祝日休館

中央児童館中央児童館
☎㉗６４０６ ℻㉗６４１６
午前９時～午後５時30分
月曜日休館、祝日開館

天瀬児童館天瀬児童館
☎℻�８９２２
午前９時～午後５時30分
月・日曜日休館、祝日開館

チャイルドプラザチャイルドプラザ
☎㉕５３００ ℻㉕５３０１
午前９時～午後５時
金・土曜日休館、祝日開館

子育てフレンズ『ぽけっと』子育てフレンズ『ぽけっと』
（丸の内子育て支援センター）

☎㉓１８９０ ℻㉘５１５５
午前９時30分～午後０時30分
午後２時～４時
土・日曜日、祝日休館

★事前予約必要 ♣小学生対象 ♥乳幼児対象

児童館・支援施設の利用には、年１回登録申請書を提出してください。
松原児童館（☎�２９２２）は毎週土曜日のみ開館しています。

人権コラム　　心、豊かに

問人権啓発センター☎㉒８０１７（市役所地下１階）

日田市長
椋野美智子

市長コラム 虫の目と鳥の目と魚の目と
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　　　【2025日田市人権フェスティバル】キャッチフレーズ 最優秀賞
　　　	  「 気づけば変わる　気づけばつながる　人権の一歩 」 

４４月の主な催し月の主な催し

◦おもちゃ病院　1５日㈬　10：00～15：00
♥★わくわく製作　１６日㈭・1７日㈮　10：30～
♥★おとあそび（療育相談）　２４日㈮　11：00～

◦お話し会
　♥9日㈭　10：30～
　♣2５日㈯　10：30～
◦こいのぼり製作
　♥1６日㈭　10：30～
　♣1８日㈯　10：30～

★アートの日　
　1５日㈬　10：１５～11：30
★おとな工作研究部
　２0日㈪　10：30～11：30
★エアロビクス
　２２日㈬　10：１５～11：30

◦こいのぼり作り
　♥1５日㈬　10：30～
　♣1８日㈯　10：30～
♥お話し会　２２日㈬　10：30～

◦ツインズくらぶ　1６日㈭　10：00～11：３0
★お昼寝アート　２０日㈪　10：10～11：３0
★アロマ教室　2１日㈫　10：00～11：３0
★こいのぼり製作　２4日㈮　９：30～1２：０0

◦ぽけっとほけんしつ みんなであそぼう！（公園までお散歩）
　16日㈭　10：00～1２：00
★カラーパーティー（初級）　※限定5世帯。
　2０日㈪　10：00～1２：０0
★ぴよぴよ・ままんルーム　２１日㈫　10：00～1２：00

平穏な日々への確かな一歩

　1965年、同和対策審議会の答申で「もっとも深刻にし
て重大な社会問題」と位置づけられた部落差別。その答
申から60年あまりが経過した現在、地名や動画をインター
ネット上に「晒（さら）す」ことで、部落差別をあおる事象が
深刻化しています。

　差別を禁止し、また差別された被害者を救う法律が整
備されていない現状では、悪質な「晒し」を止める方策は
司法の場に頼るしかありません。そのような中、ある出版
社が特定の地名をまとめた本を出版し、インターネット上
にその地名リストや個人情報を公開したことに対し、被害
者側が「プライバシーや名誉、そして差別されない権利が
侵害された」と訴えた裁判で画期的な判決が下されました。

　この裁判では、地裁においてプライバシーの侵害などが
認められた判決が出されましたが、それに納得しない原告、
被告の双方が控訴した東京高等裁判所では、憲法13条
の「個人の尊重」や14条の「平等」を根拠に、＜差別され
ない権利＞に言及。そして、その権利が認められたことは、
差別に係わる啓発や教育、そして今後の裁判に大きな影

響を与えるものと受け止められています。

　同志社大学の檜垣教授は、「現在その地域に住んでい
る人だけでなく、過去に住んでいた人、さらには親や祖父
母がその地域に住んでいた人までが差別の対象になるお
それを考慮し、これらの人々にも法的救済を認めることで、
救済の範囲が大きく広がった」と判決を評価していますが、
これは（本市で講演された）大阪公立大学の阿久澤教授
が指摘する「部落差別の系譜性（親から子へ代々受け継
がれてしまうという性質）」を司法が認めたことに通じるも
のです。

　この世に、差別される理由などは存在しません。「人は
誰しも、不当な差別を受けることなく、人間としての尊厳を
保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な権利を
有する」という高裁判決の重い言葉を差別に対峙していく
確かな一歩とすべきです。
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　またこれまで、支援は、妊娠期、就学前、小中学生、高
校生と切れ切れになりがちでした。「今は先生がよくわかっ
てくれているから大丈夫だけれど、環境が変わったら心配」
という声も聞きます。「こども総合相談課」では、支援が
切れ目なくつながるための情報共有の仕組みを持ちます。

　こどもの困りにいち早く気づくのは、やはり学校の先生。
でも学校だけでは解決できないことも多い。そんな先生の
気づきを共有して支援につなぎます。

　特別な支援だけではありません。「雨の日に遊べる場
がない」そんな声にどう応えるか市役所内で調整するのも
「こども総合部」の仕事、「こども政策課」が担当します。

　こどもまんなか社会を
日田市に実現するため
に、「こども総合部」は
がんばります！

　4月から市役所別館１階に、「こども総合相談課」と「こ
ども政策課」ができました。これに本館１階の「こども事業
課」やこども園などの施設を加えた新たな組織が「こども
総合部」です。
　「こども総合相談課」は、こどもが学校や家庭や自分自
身のことで、困ったり悩んだりしたとき、また、こどものこと
で学校や家庭や地域が困ったり悩んだりしたとき、気軽に
相談できる場です。心理士や社会福祉士、保育士、保健
師、家庭相談員や教育相談員がいます。
　どこに相談したらいいかわからない、相談したけれども
納得できる回答が得られない、そんな声を聞きます。例え
ば不登校、こども自身も保護者も、どうしたらいいのかわか
らず悩みます。そんな悩みを、ここでしっかり受け止めます。
　学校だ、教育委員会だ、福祉保健部だ、と組織や所管の
間にこぼれ落ちてしまっていた困りを受け止めて、こどもをま
んなかに必要な支援を組み立てていく司令塔です。すぐに
は解決できない問題も一緒に寄り添って考えます。そうする
中で、新たな支援のネットワークが育っていきます。

「こども総合部」ができました！


